
桑名市の取り組みを知ろう
新しい「介護予防・日常生活支援総合事業」について

平成28年2月25日

桑名地区薬剤師会



医療・介護総合確保推進法

正式名称は、

「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための

関係法律の整備等に関する法律」

◎高齢化が進行する中で、社会保障制度を将来も維持していく

ために、医療・介護提供体制の構築や、医療・介護を対象とした

新たな税制支援制度の確立、地域包括ケアシステムの構築

などを行い、地域における医療と介護の総合的な確保を推進

する。



ポイントは？
1. 新たな基金の創設と医療・介護の連携強化

「病床の機能分化・連携」、「在宅医療の推進・介護サービスの拡充」、「医療従事者などの確保・育成」

といった医療・介護の事業計画を各都道府県が作成するとともに、これらの事業を実施するため、消費税増税分

を財源とした基金を各都道府県に設置

2. 地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確保
医療機関が医療機能の現状と今後の方向性を都道府県に報告する病床機能報告制度の運用を2014年度から開始。

都道府県はこれらの報告などを活用し、地域の医療提供体制のめざすべき姿を示す地域医療構想を策定。

3. 地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化
高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療、介護連携

などの地域支援事業（介護保険財源で市町村が取り組む事業）の充実を図り、地域の包括的な支援・サービス

提供体制を構築。

また、全国一律の予防給付を地域支援事業に移行し、多様化を図る。
一方で、特別養護老人ホームは在宅での生活が困難な中重度の要介護者に特化したり、一定以上の所得のある方

の自己負担割合を現行の1割から2割へ引き上げるなど、費用負担の見直しを行う。



市区町村に求められること

◎地域によって異なる高齢者のニーズや医療、介護の実情を

正確に把握し、どうすれば豊かな老後の生活を営めるかを

検討するとともに、住民や医療・介護施設などと連携・協議し、

地域の多様な主体を活用して高齢者を支援することが

求められている。

※介護保険制度の予防給付のうち、訪問介護・通所介護については、地域支援事業へ移行される。

※円滑に推進できるよう、介護保険法で「地域ケア会議」が制度的に位置付けられる。



桑名市の取り組み

桑名市では、平成２７年度より、

1. 新しい「介護予防・日常生活支援総合事業」

2. 「在宅医療・介護連携推進事業」

3. 「生活支援体制整備事業」

4. 「認知症施策推進事業」

を実施。



新しい「介護予防・日常生活支援総合事業」

（要支援1～2、それ以外の者）

◎介護予防・生活支援サービス事業

・訪問型サービス

・通所型サービス

・生活支援サービス（配食など）

・介護予防支援事業（ケアマネジメント）

◎一般介護予防事業



 

 

新しい『介護予防・日常生活支援総合事業』
を開始しました。 

 

新しい「介護予防・日常生活支援総合事業」（新しい総合事業）とは・・・ 

  ２０２５年には、団塊の世代が７５歳を迎えるなど高齢化が進展していく中、  

 要支援者または要支援者になる恐れのある方の多様な介護予防・日常生活支援の 

ニーズに地域全体で応えていくため、新しい総合事業が始まりました。 

  これに伴い、要支援者の方の介護予防訪問介護・介護予防通所介護について、 

 全国一律の予防給付サービスから新しい総合事業に移行します。また、これまでと 

同様のサービスに加え、多様な担い手による新たなサービスが提供されます。 

 

 

 

 『介護予防・日常生活支援総合事業』のサービスを利用できる人は 

 

 

 

 

となります。 

  ※４０歳～６４歳の人（第２号被保険者）は、基本チェックリストではなく、 

要介護認定の申請を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①要支援１・２と認定された人 

②基本チェックリストにより介護予防・生活支援サービス事業対象者と 

判定された人 

平成２７年４月１日より 

 

『介護予防・日常生活支援総合事

業』は、要支援者の多様なニーズ

に要支援者の能力を最大限活か

しつつ、多様な担い手による、多

様なサービスを提供し、皆さんの

重症化を予防することを目的と

しています。 

 

 

『介護予防・日常生活支援総合事業』 
サービスの利用までの流れ 

① 相談 
お住まいの地区の地域包括支援センターまたは、 

地域介護課の窓口でお困りごとや希望するサービス 

等をご相談ください。  

※希望するサービスによっては、介護保険の申請が 

必要な場合があります。 

 

② 基本チェックリストを実施 
２５項目の質問に回答していただきます。本人への質問 

を基本としますが家族の場合はできる範囲で回答して 

いただきます。 

※地域介護課窓口にて基本チェックリストを行った場合 

は、結果を地域包括支援センターに送付し、後日地域 

包括支援センターからご連絡させていただきます。 

                

 

③ ケアマネジャーと本人との面談 
詳しく聞き取りを行い、状況の確認をします。         

 

④ 被保険者証の発行 

 

⑤ 介護予防ケアマネジメントの開始 
アセスメントを行い、ケアマネジャーがケアプランを 

作成します。 

 

 

⑥ 多職種協働による 

地域生活応援会議の開催 
 

 

⑦ サービス担当者との話し合い 
 

 

 

⑧ サービス事業者との契約 
 

 

 

⑨ サービスの利用開始 

地域生活応援会議とは・・・ 

自立支援（本人が有する能力の

維持・向上）を重視し、ケアマネ

ジャーが作成するケアプランに

対し、薬剤師・保健師・理学療法

士・管理栄養士・歯科衛生士・社

会福祉士・主任ケアマネジャーな

ど多方面専門家がアドバイスを

行います。 

該当した場合 

基本チェックリストとは・・・ 
要介護認定を受けなくても、必要なサー

ビスを利用できるように、本人の状況を

確認するためのツールとして用います。 

このため、迅速なサービスの利用が可能

になります。 

また、総合事業以外の給付サービスが必

要になったときは要介護認定等の申請

をすることができます。 

 
基本チェックリスト（一部抜粋） 

① バスや電車で１人で外出していますか 

② 日用品の買い物をしていますか 

③ 預貯金の出し入れをしていますか 

      ： 

      ： 



          

 

 

 

                  

 

 

 

介護保険サービス提供事業所による介護予防訪問介護と同様のサービス 

週１～２回  

サービス単価 週 1回程度 1 ヶ月 12,170円、週 2回程度 1 ヶ月 24,330円 

             週 2回を超える利用 1 ヶ月 38,595円（要支援 2のみ） 

利用者負担  1割（平成 27年 8月から、一定の所得以上の方は２割） 

 

シルバー人材センターの会員による日常生

活支援（掃除・洗濯・調理・買物・ゴミ出し・

外出支援・話し相手等） 

週１回程度 

サービス単価 1,000円/1時間 

利用者負担 300円（単価の３割） 

 

 

食生活改善推進員による生活援助（食事相

談・献立相談・調理相談・体重測定等） 

月１回 1時間程度 

※３回まで 

サービス単価 1,200円/回 

利用者負担 360円（単価の３割） 

 

 

管理栄養士が個人に応じた栄養改善プロ

グラムを作成し、実施する 

月１回 1時間程度 ※1 クール 6回まで 

サービス単価 初回 6,000円/回 

2～6回目 4,000円/回 

利用者負担     600円 

または 400円（単価の１割）  

 

 

歯科衛生士等が個人に応じた口腔機能の向

上プログラムを作成し、実施する 

月１回 1時間程度  ※１クール３回まで 

サービス単価 初回 6,000円/回 

2～3回目 4,000円/回 

利用者負担  600円 

または 400円（単価の１割） 

 

 

ボランティアによる日常生活圏域の範囲での通いの場「健康・ケア教室」「シルバーサロン」への

移動支援 

利用者負担 実費 （ガソリン代など） 

介護予防・生活支援サービス事業 

サービス一覧 

 

平成 27年度中にサービスを開始する予定です。 

訪問型サービス 

※「えぷろんサービス」「おいしく食べよう訪問」「栄養いきいき訪問」「お口いきいき訪問」は、消耗品や原材料、その

他サービスに必要な実費が発生する場合があります。 

 

※このサービスは、平成 29年度までの提供となります。 

訪問介護相当事業 

えぷろんサービス おいしく食べよう訪問 

栄養いきいき訪問 お口いきいき訪問 

『通いの場』応援隊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療・介護専門職等が、在宅時にも生活機能の向上を実現するため、送迎 

を伴う通所による機能回復訓練等と訪問による生活環境調整等とを提供 

週１回の通所と月１回の訪問  上限６ヶ月     

サービス単価（１ヶ月目から３ヶ月目）22,000円 

（４ヶ月目から６ヶ月目）21,000円 

利用者負担  1割 

 

宅老所、まめじゃ会、ふれあいサロン等、

地域住民が相互に交流する場の提供。 

茶話・体操・レクリエーション・認知症予防。

（送迎なし） 

利用者負担 実費 

 

医療・介護専門職等が、介護保険サービス

提供事業所の地域交流スペース等におい

て、運動・栄養・口腔・認知症予防等に関す

る予防教室の開催。（送迎なし） 

利用者負担 実費 

平成 27年 7月 1日から開始しました！ 

通所型サービス 

 

介護保険サービス提供事業所による介護予防通所介護と同様のサービス 

週１～２回 

サービス単価 （要支援１相当）週 1回程度１ヶ月 16,914円 

（要支援２相当）週 2回程度１ヶ月 34,681円 

利用者負担 1割（平成 27年 8月から、一定の所得以上の方は２割）及び実費 

 

 

※このサービスは、平成 29年度までの提供となります。 

通所介護相当事業 

健康・ケア教室 シルバーサロン 

くらしいきいき教室









地域包括支援センターとの連携を図ろう

◎介護予防のために、様々な取り組みが行われている
※桑名市モデル事業として、薬剤師会も高齢者に対する服薬支援事業を計画している

◎薬剤師も情報発信を行い、他職種と情報を共有しよう
例）服用薬剤が起こす、口渇の副作用による食欲低下の可能性を情報共有

例）眠剤追加による、転倒リスクの上昇について、情報共有を行い転倒防止に努める

◎地域包括支援センターと連携を図り、予防事業に参加しよう。


